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1．人材の確保・育成について  

（1）貴市の状況をお聞かせください。（1つだけ選択）  

■ア 人材の石引呆・育成が困難な状況にあり、深刻な課題となっている。  

■イ 人材の確保・育成がやや困難な状況ではあるが、事業者の努力等で解決できている。  

■ケ人材の確保一育成が困難な状況ではない。  

畿工 人材の確保・吉成に係る介護現場の状況について、十分把握していない。   

オ その他  

6．8％  

回答総数：74市   

各選択肢の回答数と回答比率  
ア：27市 ⇒ 36．5％  

イ：28市 ⇒ 37．8％  
ウ：1市 ⇒1．4％  

エ：13市 ⇒17．6％  
オ：5市 ⇒ 6．8％   

（2）仮に、人材の確保・育成を図るために介護報酬を上げることとした場合、保険財政や利用者負担等に大きな  

影響を及ぼす可能性があります。このことについてどのようにかんがえますか。（1つだけ選択）  

■ア．保険財政、利用者負担等に大きな影響を及ぼすので、介護報酬を引き上げない方がよい。  

■イ．報酬が職員（介護労働者）に適正に配分できる仕組みを整備した上でなければ、介護報酬を引き上げない方がよい。  

■ウ 人材の確保等は深刻な課題であり、保険財政等に多少の影響が出ても介護報酬の引上げはやむを得ない。  

鮮工．人材の確保等を図るため、一部の介護報酬の引上げはやむを得ないが、一方で、報酬の廃止・縮小を進める見直し   

を行い、保険財政上の均衡を図る方がよい。  

～（オ．その他  

6．8％ 2．7％  

回答総数：74市   

各選択肢の回答数と回答比率  
ア：2市 ⇒ 2．7％  

イ：38市 ⇒ 51．4％  

ウ：11市 ⇒14．9％  

工：18市 ⇒ 24．3％  

オ：5市 ⇒ 6，8％   

51．4％  



2．報酬体系の簡素化について  
＝  ，十■∴∴… ∴、 ’’′  

現行の介護報酬の体系では、加算・減算の種類が多く報酬体系が複雑で、「禾Ij用者にとって分かりにくい。」「ケ  
アマネジャーの給付管理が大変である。」などといった意見があります。一方で、「サービスの内容に対する評価  

を的確に報酬に反映させるためには、加算・減算の仕組みが必要である。」という意見もあります。  
また、加算・減算の中には、実績としてほとんど請求されないもの、逆にほとんどの場合に請求されているものも  

多くあります。  
そこで、このような意見や実態を踏まえ、介護報酬における加算・減算のあり方についてどのように考えますか。  
（1つだけ選択）  

■ア できるだけ加算・減算項目を減らし、事業者の事務負担を軽減する方がよい。  

鷺イ できるだけ加算一減算項目を増やし、事業者のサービス内容を評価する方がよい。  

殻り 現行のままでよいこ「   

工 その他  

回答総数：74市   

各選択肢の回答数と回答比率  
ア：38市 ⇒ 51．4％  

イ：5市 ⇒ 6．8％  
ウ：21市 ⇒ 28．4％  
エ：10市 ⇒13．5％   

3．サービス水準、適用範囲について  
（居宅介護支援費、介護予防支援費を除く。）  

保険給付の対象となるサービスの水準や範囲については、「福祉用具の対象項目を増やすべきである。」「住  

宅改修の対象工事の範囲を拡大する必要がある。」などといった意見がある一方、「保険給付の対象を減らすべ  

きである。」「支給限度額を引き下げるべきである。」などといった意見もあります。   
保険給付の対象となるサービスの水準、適用範囲について、以下の点についてどのように考えますか。   

（1）介護報酬の引上げが適当であると考えるサービスはありますか。（複数選択可）  

○ 人材の確保・職長の処遇改善により、介護サービスの真の向上に  
なる。  

○ 訪問介護計画の作成などの書類整備など、ヘルパー本来の業務を   
圧迫している。  

○ 在宅生活支援の業務は貴重で、益々重要な職種であり、仕事の内   
容に見合った報酬とすべきである。  

○ 地域により移動に時間がかかり、収入減となることがある。  
○ 本市の事業所は、ほぼ全て地域加算の対象の事業所ではあるが、  
そもそもの報酬単価が低いため、事業所による1職員確保離れが顕   
著になってきているため。  

○ 人材確保のため。  
○ サービスに対する評価が見合ったものとなっていない（常時緊張の   

連続）。  

○ 介護の根幹をなすサービスであるものの最も割安感があり、離職率  
も高いと思われるため。  

○ 人材確保のためにも、職員（介護労働者）に適正に配分できる仕組   
みを整備した上で、介護報酬を上げるべき。  

○ 人材不足が深刻化しており、報酬を増やし人材を確保したい。  
○ サービスに対する報酬が見合っていないため。   

居宅サービス全般  

訪問介護①  

（「身体介護のみ」、  

「生活援助」も含める）  

21  



問3－（1）＜居宅サービス＞  

○ サービスの提供量（人件費）考慮すると単位（単価）が安価であると   
考える。  

○ 質の高いサービス（ヘルパー）の確保のため。  
○ 適正な報酬でないと常勤の確保が困難で、そのため、ケアの質が   
落ちる。  

○ 人材の確保が難しい。  
○ 通所系のサービスに比べて、対価が低いと考えるため。  
○ 過疎地においては移動距離が大きく、30分未満の移動距離であっ   
ても相当の移動期間を要することから引き上げが適当。  

○ 介護従事者の賃金の向上。  
○ ホームヘルパー確保の為。  
○ 人件費に反映されるため。   

【「身体介護のみ」の理由】  
○供給力を高めるため。   

【「生活援助」の理由】  
○ 生活援助が必要な看であっても、比較的軽度者については苦情や  
注文が多く訪問時の精神的負担があるため、身体介護と一本化し同   
評価とするべき。   

0 本市の事業所は、ほぼ全て地域加算の対象¢亭凛所ではあるが、  
そもそもの報酬単価が償いため、事業所による訪問入浴介護職員確  
保難れが顕著になってきている。車た看護師確保も困難を棲めている  
ため。  

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  
○ 人材の確保が難しい。   

○ 人材確保のため。  
○ 人材の確保が難しい。  

訪問介護②  

（「身体介護のみ」、  

「生活援助」も含める）  

21  

訪問入浴  

訪問看護  

問3－（1）＜居宅サービス＞  

0 供給力を高めるため。  
0 人材確保のため。  
0 人材の確保が難しい。  
○ 報酬単価が低いため、サービスを提供する事業所が少ない。  

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  

○ 現状の介護報酬では運営が厳しいため、サービス提供事業者が増  
えていない。療養病床の再編もあることから事業者の参入が進むよう  
な報酬設定が必要である。  

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  

訪問リハビリ  

通所介護  

療養適所介護  

適所リハビリテーション  

短期入所生活介護  

短期入所療養介護  

特定施設入居者生活介護  

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  

0 人材確保のため。  

○ 包括単位数が小さすぎるため、事業所の受け入れを拒む傾向にあ  
るため（介護予防事業の効果的実施ができない）。  

○ 人材不足が深刻化しており、報酬を増やし人材を確保したい。  
○ 介護従事者の賃金の向上。   

介護予防訪問介護  



問3－（1）＜居宅サ…ビス＞  

○ 本市の事業所は、ほぼ全て地域加算の対象の事業所ではあるが、  
そもそもの報酬単価が低いため、事業所による訪問入浴介護職員確  
保離れが顕著になってきている。また看護師確保も困難を極めている   
ため。  

○ 包括単位数が小さすぎるため、事業所の受け入れを拒む傾向にあ  
るため（介護予防事業の効果的実施ができない）。  

○ 定額報酬のため人員・職員の確保が困難になっている。  

○ 定額報酬のため人員」除員の確保が困難になっている。  

介護予防訪問入浴  

介護予防通所介護  

介護予防通所リハビリ  

問3－（1）＜地域密着型サービス＞  

○ 人材の確保・職員の処遇改善により、介護サービスの質の向上に   
なる。  

○ 現在の報酬設定では経営状況が厳しい事業者が多い。  

○ 現行の報酬体系では事業の採算が取れないため。   

○ 人材確保のため及び経費（ガソンリン代等）高騰のため。  

○ 現在の報酬設定では経営状況が厳しい事業者が多い。  
○ 要支援1～要介護2の報酬がグループホームや認知症デイや施設  
サービス等に比べて低い。  

0 24時間サービス提供する必要があるのに対して、人員配置基準が  

低すぎるとの事業者からの意見がある。  
○ 当市で普及を図りたいが、現行報酬では経営困難との声が多い。  
○ 供給力を高めるため。  
○ 人材確保のため。  
○ 現行の報酬では単独運営が難しく、参入が見込めないため。  
○ 現行の報酬体系では事業の採算が取れないため。  
○ 宿泊サービスの利用者がない場合には夜勤職員の配置を要しない  
よう改めてほしい。それが出来ないならば、配置に伴う介護報酬の引  
上げ措置を講じてほしい。  

○ 要支援の利用者が多い事業所では経営困難。  
○ 要支援1．2の軽度者の介護報酬が低い。サービスを柔軟に組み合  
わせて提供するには、それなりの報酬がなければ、サービス水準一職  
員の資質の確保、事業者の新規参入が見込めない。  

○ 施設から在宅への流れの中、軽度者の報酬がグループホームに比  
べて低く、経営が困難。   

地域密着サービス全般   

夜間対応型訪問介護   

夜間対応型Ⅰ   

認知症対応型通所介護  

小規模多機能型居宅介護①  23  



問3－（1）＜地域密着型サービス＞  

○ 施設から在宅への流れの申、軽度者の報酬がグループホームに比  
べて低く、経営が困難。  

○ 報酬が低く、多角経営をしなければ、事業実施が難しいと思われる。  
○ 多岐にわたるサービス内容に比して報酬が低い。  
○ 多種多様のサービスを行っているため、多くの従業員が必要となる  
が、その介護に見合った報酬単価になっていない状況であるので、従  
業員が定着しない状況である。  

○ 過疎地域においては現報酬体系では運営が大変であるため。  

○ 軽度者の報酬が比較的低いため。  
○ 軽度者の単価が低く設定されているが、利用者の割合は軽度の方   
が多い。  

○ 訪問介護が必要な場合（支給限度額に近い介護報酬がある）の為  
とは思いますが、サービス内容に比して、他のサービスと比較してき   

びしいと思う。  
○ 包括的報酬の低いことが整備の促進を阻害しており、引き上げが   

必要と考える。  
○ 本市では土地確保等の観点から、大規模特養の整備を進めていく   
には限界があるため、小規模特養単独での運営が可能な介護報酬を  
設定することで、その代替をしていきたい（登録定員に達するまでに期  
間を要し、その間の経費が厳しいため）。  

○ 軽度者の報酬設定が低い。   

○ 人材確保のため。  
○ 入居者の重度化が進み、看取りを行うケースが増えてきている現   
状であるが、医療連携加算を行うために、看護士を配置するだけの報   
酬がない状況である。  

○ 介護職の勤務形態が不規則であり、離職率が高いため。  
○ 人材の確保が難しい。  
○ 夜間・深夜勤務も含め、劣悪な勤務状況により、なり手がいない。  
○ 今後需要が予想されるため。  

小規模多機能型居宅介護②  23  

認知症対応型共同生活介護  

問3－（1）＜地域密着型サtビス＞  

特定施設入居者生活介護   

小規模特別養護老人ホーム  

介護予防  

認知症対応型共同生活介護  

0 人材確保のため。  

○ 特に理由なし。  

○ 夜間・深夜勤務も含め、劣悪な勤務状況により、なり手がいない。   

○ 要支援者の報酬が低すぎることに加え、介護予防1や介護予防適  
所介護の包括報酬が低すぎることに起因し、介護予防の効果的実施  
を実現するため、介護予防小規模多機能に利用者が流れる傾向にも  
かかわらず、事業者が要支援者の利用を拒む傾向にあるため。  

○ 新しい介護保険の柱となるサービスであるが、現行の予防報酬で   
は多くの事業所が参入しないと予想されるため。  

○ 現行の報酬では単独運営が難しく、参入が見込めないため。  

介護予防  

小規模多機能型居宅介護  

芯   



（2）介護報酬の引下げが適当であると考えるサービスはありますか。（複数選択可）  

○ 有料老人ホーム、高齢者アパートに併設する事業所が行うサービスは、  
経費が少なくて済むため（交通費相当分が必要0）。  

○ 施設入所者の在宅復帰推進。   

○ 訪問リハビリとの差が大きい、医療度の高い方でも利用限度額を超え   
てしまう。   

○ サービスを提供するにあたり、マネジメントを実施することは当然であ  
るので、加算として評価するのではなく、本体報酬に包括化して評価して   
はどうか。  

○ サービス実態があいまいなまま報酬が支払われているため。  
○ 通院困難な利用者に限定できていないため。  
○ 適切な指導がなされていない。  
O「1月に2回を限度」の理由が不明確なため「1月に1回を限度」に。   

0 サービスを提供するにあたり、マネジメントを実施することは熟然であ   
るので、加算として評価するのではなく、本体報酬に包括化して評価して   
はどうか。  

○ 従事職員を特養等の施設職員に含めてカウントできることから（事業   
単独での職員配置不要）、現在も収益性が確保されているため。また、   
上記の報酬単価引き上げの必要性の高いサービスとの均衡を図るため。  

○ 従事随員を特養等の施設職鼻に含めてカウントできることから（事業   
単独での職員配置不要）、現在も収益性が確保されているため。また、   
上記の報酬単価引き上げの必要性の高いサービスとの均衡を図るため。  

12   

訪問介護  

訪問看護（特に予防）  

訪問リハビリテーション  

リハビリテーションマネジメント   1  

加算  

居宅療養管理指導  

適所リハビリテーション  

リハビリテーションマネジメント   1  

加算  

短期入所生活介護  

短期入所療養介護  



問3－（2）＜居宅サービス＞  

○ 用具自体の耐用年数が経過していなくても、短期間の貸与で販売  
価格相当分の対価となっているため。  

○ 減価償却期間終了後も報酬額が同じであるため。  
○電動ベッドなど長期にわたるレンタルの場合は，非常に割高であるの  
で逓減制とすべきである。  

○ 品目ごとの価格の上限を設ける。  
○ 購入費と貸与動こ一定の関連をつけることで、全体的には引き下   
げにつながると思われる。   

○ サービス実態があいまいなまま報酬が支払われているため。   

○ アクティビティ（集団的に行われるレクリエーション等）は加算として  

評価するのではなく、本体報酬に包括化して評価してはどうか。   

○報酬として評価するのではなく、情報公表制度等で事業所を評価す  
ればよいのではないか。   

○ アクティビティ（集団的に行われるレクリエーション等）は加算として  

評価するのではなく、本体報酬に包括化して評価してはどうか。   

○ 報酬として評価するのではなく、情報公表制度等で事業所を評価す  
ればよいのではないか。  

福祉用具貸与  

介護予防居宅療養管理指導  

アクティビティ  

介護予防  実施加算  

適所介護  事業所評価  

加算  

アクティビティ   

実施加算  
介護予防  

通所リハビ  

リテーション 事業所評価加算  

特定事業所  

居宅介護  加算  

支援費  特定事業所  

集中減算   

予防福祉用具貸与  

○ 報酬として評価するのではなく、情報公表制度等で事業所を評価す  
ればよいのではないか。  

○ 用具自体の耐用年数が経過していなくても、短期間の貸与で販売  
価格相当分の対価となっているため。   



問3－（2）＜施設サービス＞  

○ 現在も収益性が確保されているため。また、上記の報酬単価引き  
上げの  
必要性の高いサービスとの均衡を図るため。  

介護老人福祉施設  

○ 現在も収益性が確保されているため。また、上記の報酬単価引き  
上げの  
必要性の高いサービスとの均衡を図るため。  

○ サービスを提供するにあたってはマネジメントすることは当然である  
ので、  

加算として別立てにするのではなく、本体報酬に包括化して評価して  
はどう   
か。  

介護老人保健施設  

老人保健施設  
リハビリテーション  

マネジメント加算  

緊急時施設療養費  
○ 介護保険で給付する医療サービスは基本部分に限定し、医療行為  
につ  

いては医療保険で給付することとしてはどうか。また、医療行為につ  
いては  
外部から往診等を受けることを認め、報酬は医療保険で算定すること  

も考   
えられる。  

特別療養費  

特定診療真の医療保険におけ  

る給付  

（3）保険給付の対象に加えることが適当であると考えるサービスはありますか。（複数選択可）  

○ 移送サービス、院内介助、散歩などの外出介助のニーズがあり、介   
予防に効果的である。  

○ 散歩介助（廃用症候群）。   

○ 車の進入できない僻地に家がある場合、看護師等の職員がいな場  
合などが想定されるため（例：適所介護施設における入浴のみのサー  

ビス）。   

○ 今後、独居世帯や高齢者のみ世帯の増加が予想されており、要介  
護認定者の理美容は訪問しての対応が高くなり、また、必要と思われ   
るため。  

○ 寝たきりや外出困難な方々に対し、心身の清潔を保持するために  
保険給付の対象とすることが適当であると考えるため。  

○ 要介護者の独居生活（高齢者夫婦含む）支援のため。  
○ 今後、独居世帯や高齢者のみ世帯の増加が予想されており、需要   
が高く必要と思われるため。  

○ 介護認定の手続きにおいて必ず必要である主治医意見書について、  
医師の意誰向上を図るためにも介護報酬としての位置付けが必要と  
思われる。   
①保険者からの意見書依頼後、何ケ月も経ってから意見書が提出  
され、認定が遅延するケースが多い。   

②更新認定や変更認定において、意見書の記載内容が前回と変  
わらないケースがある。適切な介護認定の観点から、主治医意  
見手に対する評価を報酬に組み込むべきと考える。   

③報酬に組み込んだ場合には、「被保険者の状態億把握やケアマ  
ネとの連携実施への加算」「遅延による減算」等も併せて考える  
ぺきと思われる。  
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訪問介護  

特殊的な訪問入浴  

訪問理美容サービス  

配食サービス  

主治医意見書作成  



問3－（3）＜居宅サービス＞  

○ 足関節や膝の悪い利用者が立ち上がりのために布団よりベットを  
希望される。福祉用具の貸与品にないため、特殊寝台を借りている利  
用者がいる。介護報酬の削減が図れる。  

○ 原則病院スタッフにより対応されるべきものとされているものの、実  
情は院内での移動介助等を要する看であっても病院スタッフによる対   
応はほとんどなされていない。  

○ 外出のための目的が限定されており、自立支援に繋がるような目  
的であっても利用できない場合があるため。   

○ 施設等から在宅への移行がスムーズにいくよう、外泊時で利用を   

可能にする。   

○ 病院等への通院や社会参加のための外出支援について、保険制  
度において実施する。  

○ 送迎に要する費用については、本体報酬に包括されているにもか  
かわらず送迎実施区域外の利用者については、別途負担が発生して   
しまうため。  

福祉用ベット  

院内介助  

外出介助   

施設等の外泊時の  
サービス利用   

移送サービス   

適所系サービス  

問3－（3）＜地域密着型サービス＞  

○ 施設サービスのバランスを保つため。   

○ 病院等への通院や社会参加のための外出支援   

について、保険制度において実施する。   

負担限度額制度の適用   

移送サービス  




